
 

短期滞在数次ビザ商用 

1. まだ有効であり、少なくとも 2 つの空白ページがある。 

2. 申請書に記入および署名が完了したもの（押印、コピー、電子署名は不可） 

   申請者が 17 歳未満の場合は、両親（母親または父親）の署名が必要です 

3. 過去 6 か月以内に撮影されたカラー写真 (背景なしの 3.5cm x 4.5cm の鮮明な画像)、品質が良

好、編集は許可されていません。写真がしっかりと申請書に貼り付けられていることを確認し

てください。 

4. KTP（身分証明書） のコピー。外国籍申請者の場合は、または KITAS（インドネシアの滞在

許可） のコピー。 

申請者が 17 歳未満の場合は、両親の KTP または KITAS のコピー、家族証明書または出生証明

書などの家族関係の証拠（コピー）も添付してください。 

外国籍の申請者の場合は、パスポートと一致する KITAS のコピーを添付してください。KITAS 

に変更がある場合、申請者は入国管理局からの証明書を添付する必要があります。 

ジャカルタの日本ビザ申請センター（JVAC）は、KTP または KITAS に基づく次の管轄区域の申

請者のみを受け付けていることに注意してください。 

ジャカルタ、バンテン、ジャワ・バラット、ジャワ・テンガ、ジョグジャカルタ、カリマンタ

ン・テンガ、カリマンタン・バラット、スマトラ・スラタン、バンカ・ブリトゥン、ベンク

ル、ランプン。 

5. KTP にある名前とパスポートが違うがある場合原本署名のある申立書が必要です。 

6. 航空会社、乗客名、インドネシア出発日時、日本出発日時を記載した飛行予約確認書。 

7. 到着から出国までの日程表を記載。 

8. 飛行機やホテルの予約確認書など、福島/宮城/岩手/沖縄への訪問の証拠（ある場合） 

9. 学生である場合、原本のスタンプ、原本のサイン、または QR コードが付いた学生証または

在籍証明書のコピー 

10. 原本の署名、社印、または検証可能な QR コードが付いた雇用証明書の原本 

11. 日本の企業または機関からの招待状 英語 / 日本語 

12. 旅費に関する書類 

• 保証人がインドネシアの企業または団体の場合は、日本旅行中に保証人となることが記載さ

れた、署名、スタンプ、または検証可能な QR コードが記載された企業からの保証書を添付し

てください。 

• 保証人が日本の企業または団体の場合は、保証書を添付してください。 

https://www.vfsglobal.com/one-pager/Japan/Indonesia/Bahasa/pdf/blank_template_visa_application_form.pdf
https://www.vfsglobal.com/one-pager/japan/indonesia/japanese/pdf/statement-letter-ktp.pdf
https://www.vfsglobal.com/japan/indonesia/English/pdf/Itinerary.pdf
https://www.vfsglobal.com/one-pager/Japan/Indonesia/Bahasa/pdf/invitation-letter-english-document.pdf
https://www.vfsglobal.com/one-pager/Japan/Indonesia/Bahasa/pdf/invitation-letter-japanses-document.pdf


英語 / 日本 

・旅行中の旅費が自己負担の場合は、口座名、口座番号、銀行名が記載され、残高も記載され

た銀行取引明細書・通帳最新３か月明細などの資金自己資金の証拠となるものを提出してくだ

さい。 

13. 会社の登記簿謄本 

14 申請者本人が日本査証申請センターにビザ申請書を提出することも、代理人が提出すること

も可能でございます。 

ａ．家族が申請する場合は、家族証明書、出生証明書、結婚証明書などの関係を証明する証拠

（コピー）を添付してください。代表者の KTP（コピー）を添付してください。 

b.申請書が同僚によって提出される場合、申請者と代表者は同じ会社のものである条件があり

ます。署名、判子、または検証可能な QR コードの原本が記載された同意書を持参する必要が

あります。申請書の提出権限を与えた者の氏名、役職を記載し、そしてその代表者の氏名、役

職、申請者の氏名、役職も記載お願いします。 代表者の KTP（コピー）も添付してください。 

15. 数次ビザ申請理由を記載した説明書（署名原本をご提出ください）  

１６. 完全に記入され署名された必要書類のチェックリスト No. ９ 

以下に該当する方については、申請者またはその家族（配偶者、子）は経済的証拠の添付は不

要です。提出するのは、名前と役職が記載された、検証可能な署名、スタンプ、または QR コ

ードの原本が記載された雇用証明書の原本のみです。雇用証明書は過去 3 か月以内に発行され

たものです。 

• インドネシア証券取引所に上場されている企業の従業員 

• BUMN（国有企業）の従業員 

・日本の企業と提携している企業の従業員 

• インドネシアと日本の合弁会社、日本子会社、または日本企業の子会社の従業員。 

• 政府機関の職員 

• 国際的なアーティスト。認められたアスリート。大学の学部長、教授、教授助手。博物館、

政府または民間の研究機関のリーダー。 

(必要に応じて、記入または証明するために追加の書類が必要になります) 

重要なお知らせ; 

• 提出されるすべての書類はホッチキスで留めてはいけません 

• 提出書類はすべて A4 サイズの用紙でなければなりません 

• 提出する書類はすべて汚れがなく、折れたり曲がったりしてはいけません。 

https://www.vfsglobal.com/one-pager/japan/indonesia/english/pdf/guarantee-letter-english-new.pdf
https://www.vfsglobal.com/one-pager/japan/indonesia/english/pdf/GUARANTEE-LETTER-L.pdf
https://www.vfsglobal.com/one-pager/japan/indonesia/english/pdf/temp-multiple-business-apr-2022.pdf


※2024 年 1 月更新 

 

 


